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「いのちを守る」 
 

しが健康医療生活協同組合 

専務理事 足 立  知 子 
 

「いのちを守る」このことばが民医

連で働き出した私自身の原点です。 

「いのちは平等」という当たり前の

ことが守られない社会をなんとか良

くしたいと思ってきました。 しかし

今、憲法 9条を解釈で変更した暴挙、 

2015 年秋に安保法制＝戦争法が強

行成立され「いのちを守る」基本であ

るべき平和が脅かされ、 さまざまな

高齢者いじめの施策、 人々の必要な

医療や介護を受ける権利の侵害、 子

どもの貧困など枚挙にいとまがない

ほどの悪政が推し進められ、 人々が

本当に生きづらい社会になってきて

いると実感しています。 

2017 年も平和とくらしをめぐっ

て激動の 1 年となりそうです。 私自

身何ができるのかと自問自答する毎

日ですが、 医療生協の 6,000人余の

組合員さんとともに考え、 ともに「平

和と暮らしを守る」活動により多くの

人の力を集め、 いのちが大切にされ

る社会の実現に向けて、 医療生協の

『わ』を広げていきたいと思います。 

今年もどうぞよろしくお願いいた

します。 

 

 

 
 

各種サークルに参加のみなさんやボランティ

ア活動に参加のみなさんへ。 

長くご利用いただいた第２駐車場が、年明けか

ら利用できなくなり駐車スペースの不足が生じ

ております。診療所前の駐車スぺースは、朝８時

30分～13時と夜17時～21時は、患者様優先で

すので、各種サークルやボランティアに参加される

みなさんの駐車はご遠慮下さい。 

 13時～17時の時間帯につきましては、空きが

ありましたら駐車は可能です。 また、診療時間

帯のサークル開催でどうしても車での参加が必

要な場合は、事前に生協事務局に台数をご相談下

さい。  

 診療所近くで駐車場を確保すべく手立てを尽

くしてはいますが、 分散での少台数ずつの確保

にとどまり、 職員用の駐車スぺースにも支障が

出ています。 お知り合いで診療所近くに駐車ス

ぺ―スをお持ちの方をぜひご紹介ください。よ

ろしくお願いします。     

  (しが健康医療生協事務局) 
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